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各指定訪問介護事業所 管理者 殿 

 

岡山県保健福祉部保健福祉課指導監査室長 

（公 印 省 略） 

 

 

訪問介護員等の具体的範囲等について 

 

 訪問介護は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２項において、「介護福

祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と規定されており、「介護福祉士その

他政令で定める者」は、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項

において、都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修の課程を修了し、当該都道府

県知事から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者等と規定されています。 

 「平成３０年度介護報酬改定に関する審議報告」（平成２９年１２月１８日）において、

訪問介護員の養成については「訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏ま

え、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材

の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件であ

る１３０時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対

応した研修を修了した者が担うこととする」とされたところであり、これを踏まえ、介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）が一部改正され、新たに生活援助従

事者研修課程が創設されました。 

（介護員養成研修の詳細については、岡山県保健福祉部長寿社会課ホームページ「介護

員養成研修について」（https://www.pref.okayama.jp/page/593150.html）をご参照ください。） 

また、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）が一部改正され、準

介護福祉士の資格が創設されました。 

つきましては、「政令で定める者」に係る岡山県における訪問介護員等の具体的範囲を

別紙のとおりとしましたので、お知らせします。 

 なお、「訪問介護員等の具体的範囲等について」（平成２６年１月２８日付け長寿第１

７２２号岡山県保健福祉部長寿社会課長通知）は、廃止します。  



（別紙） 

訪問介護員等の具体的範囲等について 

岡山県保健福祉部保健福祉課指導監査室 

 

岡山県における「訪問介護員等の具体的範囲」の取扱いについては、平成 24年 3 月 28 日付け老振発第

0328 第 9 号厚生労働省老健局振興課長通知「介護員養成研修の取扱細則について（介護職員初任者研修・

生活援助従事者研修関係）」に基づき、次のとおりとします。 

 

 

  

 訪問介護員等の具体的範囲 

資格・要件等 証明書等 
研修等実施者 

（証明を所管する機関） 
研修等の実施時期 

 旧課程 

 相当級 

1 介護福祉士 

准介護福祉士 

介護福祉士 

登録証 

准介護福祉 

士登録証 

・厚生労働省  

  － 

2 介護職員初任者研修修了者 修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定 

を受けた養成研 

修事業者 

平成 25 年度～ 

   － 

3 社会福祉士法及び介護福祉 

士法に基づく実務者研修修 

了者 

修了証明書 ・厚生労働大臣の 

指定を受けた介 

護福祉士実務者 

養成施設 

平成 24 年度～ 

  － 

4 介護職員基礎研修課程修了 

者 

修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定 

を受けた養成研 

修事業者 

平成 19 年度～ 

平成 24 年度 

（平成 24 年度に指定を

受けた研修を含む） 

介護職員 

初任者研 

修修了者 

5 訪問介護員養成研修課程修 

了者（１級、２級） 

修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定 

を受けた養成研 

修事業者 

平成 12 年度～ 

平成 24 年度 

（平成 24 年度に指定を 

受けた研修を含む） 

介護職員 

初任者研 

修修了者 



※訪問介護に従事する場合の証明書は、各資格、要件等に係る上記の証明書等をもって替えることができるものとします。 

6 ホームヘルパー養成研修修 

了者（１級、２級） 

（平成 3 年 6 月 27 日付け厚生 

省通知「ホームヘルパー養成研 

修事業の実施について」。平成 

7 年 7 月 31 日付け厚生省通知 

「ホームヘルパー養成研修事業 

の実施について」） 

修了証書 ・都道府県 

・指定都市 

・都道府県、指定 

都市及び厚生省 

から指定を受け 

た養成研修事業 

者 

平成 3年度～ 

平成 11 年度 

（平成 11 年度中に指 

定を受け平成 12 年度 

に実施した研修も含む） 

介護職員 

初任者研 

修修了者 

7 家庭奉仕員講習会修了者 

（昭和 62 年 6月 26 日付け厚生 

省通知「家庭奉仕員講習会推進 

事業の実施について」） 

修了証書 ・都道府県 

・指定都市 

昭和 62 年度～ 

平成 2年度 

介護職員 

初任者研 

修修了者 

8 家庭奉仕員採用時研修修了 

者（昭和 57 年 9月 8 日付け 

厚生省通知「家庭奉仕員の採用 

時研修について」） 

修了証書等 ・市町村 

・都道府県 

昭和 57 年度～ 

昭和 61 年度 

介護職員 

初任者研 

修修了者 

9 昭和 57 年以前に県内で家庭 

奉仕員として活動していた 

者 

家庭奉仕員 

として市町 

村で従事し 

ていた旨の 

証明書 

・県内市町村 ～昭和 57 年 介護職員 

初任者研 

修修了者 

10 居宅介護職員初任者研修修 

了者 

修了証明書 ・都道府県の指定 

を受けた養成研 

修事業者 

平成 25 年度～ 

  － 

11 居宅介護従事者初任者研修 

修了者（１級、２級） 

修了証明書 ・都道府県 

・指定都市及び 

 中核市 

・都道府県、指定 

 都市及び中核市 

 の指定を受けた 

 養成研修事業者 

平成 13 年度～ 

平成 24 年度 

（平成 24 年度に指定を 

受け平成 12 年度に実施 

した研修も含む） 

介護職員 

初任者研 

修修了者 

12 保健師 免許状 ・厚生労働省  介護職員 

初任者研 

修修了者 

13 看護師 免許状 ・厚生労働省  

14 准看護師 免許状 ・都道府県  

15 生活援助従事者研修修了者 修了証明書 ・都道府県 

・都道府県の指定 

を受けた養成研 

修事業者 

平成 30 年度～ 

  － 


